
活動内容・春・秋の交通安全運動期間中、会員事業者の営業所等に啓発ポスターを掲示し啓発活動　を実施。・令和６年１０月１日から３ヶ月間、会員事業者において薄暮時・夜間の交通事故防止を　図るため、早めのライト点灯と上向き走行の取組を実施。・会員事業者の乗務員を対象に令和７年２月６日に奈良警察署生活安全課の協力を得て、　「タクシー強盗防犯訓練（タクシー強盗発生時の対応訓練及び１１０番通報訓練）を実　施。・奈良県警察本部との協定に基づき、会員事業者において不審者（タクシー利用者）・不　審車両の情報を提供。

（第３号様式）
令和 6 年度 サポート事業所活動報告

事業所等名 一般社団法人奈良県タクシー協会

登録の内容 ☑ 防犯交通安全・防犯 □ 交通安全 □


